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育成者権の侵害事案においては、ＤＮＡ品種識別技術は非常に有用な立証ツールであろうかと
思われますところ、今回はその技術的側面にスポットライトを当てて、品種登録制度の制度ユー
ザーの皆様方（法律実務家等を含む）の理解に資するように、Q&A形式で解説させていただき
ました。

ＤＮＡ品種識別というのは、どのようなものでしょうか。原理を理解するための基
本的な考え方や用語についてご教示ください。

DNA品種識別とは、DNAの構造が品種によって異なるという特徴を利用して、特定の品
種を識別するものです。

品種間でのDNA塩基配列の違いを識別するための、ゲノム上の標識（目印）のことをDNAマ
ーカーといいますが、染色体上の遺伝子内あるいはその近傍の塩基配列の違いを識別して、それ
をDNAマーカーとして利用します。DNAマーカーによって、特定の遺伝子を含む染色体のある
領域が親から子へ受け継がれたかどうか調べることができます。これらを用いて、品種・個人の
識別や親子の判定を行うことが可能です。
ヒトについては、1984年に、レスター大学の遺伝学者アレック・ジェフリーズ博士が、「ヒト

のDNA型は十分に個性があり不同性がある。そして終生不変である」こと、したがってDNAで
「個人の特定ができる」ことを説き、科学雑誌「ネイチャー」に論文を発表しました。ヒトでは、
親子関係の確認や個人の識別を行う方法が開発され、現在ではSTR法（Short Tandem Repeat法）
により、同じ型の別人が現れる確率は４兆7000億人に１人とされています１。植物分野でも、ヒ
トのDNA識別やDNA型鑑定を参考にして、様々なDNA品種識別手法が開発されてきました。
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